
第４次高砂市行政改革大綱　実施計画一覧表
　

21 22 23 24 25 26 22 23 24 25 26 計 22 23 24 25 26 計

1 市税の徴収率の
向上

納税課 実施

　滞納整理推進室と連携をとりながら、滞納
者について各種調査を行うとともに、文書催
告、差押え、公売・換価など滞納整理を推
進し、収納強化に努める。
　滞納分について目標を定め、徴収率の向
上を図る。
　　　目標徴収率　滞納分　２０．０％

60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 200,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 200,000

2 国民健康保険料
の徴収率の向上

国保医療課 実施

　滞納整理推進室及び税部門と連携をとり
ながら、財産調査・滞納処分等の実施など
収納強化に努める。
　国民健康保険料収納対策プランの策定に
より、現年分、滞納分について目標徴収率
を決め、さらなる徴収率の向上を図る。
   目標徴収率　  現年分　８８．８３％
　　　　　　　        滞納分　１７．５％

50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 252,000 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 252,000

3 介護保険料の
徴収率の向上

介護保険課 実施

   現年分については６５歳到達者、転入者
及び介護給付受給者に、電話による納付勧
奨や制度理解に努める。
　滞納分については時効到来前の納付勧
奨等に努める。
　保険給付の償還払い化などの活用により
徴収率向上に取り組む。
　 目標徴収率     現年度分　 ９８.５％
　　　　　　　　　     滞納分    　１２.５％

5,571 5,571 5,571 5,571 5,571 27,855 5,571 5,571 5,571 5,571 5,571 27,855

4 保育園保育料の
徴収率の向上

児童福祉課 実施

　滞納者に対し、文書による催告書の発
送、電話及び園長からの催告、訪問徴収を
実施し、退園も含めての指導を行い、徴収
率の向上を図っていく。
   目標徴収率　　現年分　99.5%
                      　滞納分　18.0%

964 964 964 964 964 4,820 964 964 964 964 964 4,820

5
市営住宅使用料
の徴収率の向上

（ま）管理課 実施

　高額滞納者を重点的に、徴収の強化を図
る。
   目標徴収率　  現年分　94.2%
                        滞納分　28.3%

1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 6,850 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 6,850

（水）総務課 4,900 11,700 18,100 24,400 23,900 83,000 4,900 11,700 18,100 24,400 23,900 83,000

下水道経営課 4,500 11,100 12,700 19,500 19,600 67,400 4,500 11,100 12,700 19,500 19,600 67,400

（単位：千円）

担当課
(局・室）

実効果額
実 施 項 目

　１　歳入の確保

実　施　計　画　（年度） 効果額項
目
番
号

改　革　概　要

実施

　２３年度の水道料金事務の委託に併せ
て、徴収体制の強化及び給水停止を行い、
段階的に徴収率の向上を図る。
　 26年度目標徴収率　現年分  98.5％
　　　     　　　　　          滞納分  18.5％

6
水道料金・下水道
使用料の徴収率
の向上



第４次高砂市行政改革大綱　実施計画一覧表
　

21 22 23 24 25 26 22 23 24 25 26 計 22 23 24 25 26 計

（単位：千円）

担当課
(局・室）

実効果額
実 施 項 目

実　施　計　画　（年度） 効果額項
目
番
号

改　革　概　要

7
市民病院使用料
の徴収率の向上

医事課 実施

　現年度徴収率を維持し、過年度滞納分に
ついて、市内在住者はもとより他市町への
住民票請求等により滞納者の居所確認調
査を徹底するとともに、徴収額の増を図る。

600 600 600 600 600 3,000 600 600 600 600 600 3,000

8
し尿くみ取り手数
料等の改定

美化第二課 実施
　２３年度からし尿等処理手数料を改定す
る。

22,600 22,600 22,600 22,600 90,400 22,600 22,600 22,600 22,600 90,400

9
文化会館駐車場
の有料化の検討

産業振興課 検討
方針
決定

　文化会館の駐車場有料化を検討し、２２
年度中に方針決定する。

10
総合運動公園
駐車場の有料化
の検討

（ま）建設課 検討
方針
決定

　総合運動公園の駐車場有料化を検討し、
２２年度中に方針決定する。

11 遊休土地の売却 契約管財課
逐次
実施

　市有地の現状を再調査し、今後更に売却
可能な市有地の売却、有償貸付けを進め
る。

260,000 232,788 492,788 260,000 232,788 492,788

12 集会所の譲渡 契約管財課
逐次
実施

　集会所用地及び建物の譲渡の方針に基
づき、引き続き対象自治会と協議し、譲渡を
進める。

13 自動販売機
使用料の見直し

総務課
契約管財課

方針
決定

実施

　２２年度から自動販売機設置業者の公募
を行い、使用許可は最高の価格で申込みを
した者に許可し、その価格に相当する額を
使用料とする。

14 市営住宅土地の
集約化と有効活用

（ま）管理課 検討 実施

・市営住宅の集約化を図るため、２３年度に
　再生マスタープランを見直す。
・既存木造住宅から市営松波住宅への移
　転を促進し、空家の解体を推進する。
・売却可能な住宅用地については、売却を
　行い管理費用等に充てる。

15
青年の家使用料
の見直し

青尐年課 検討 実施
　研修室、体育室と宿泊用の和室を別区分
とするとともに使用料についても２３年度よ
り改定する。

16 広告収入の拡大 各課 検討
逐次
実施

　現在実施している広告媒体以外に新たな
媒体を見出し、広告収入を得る。

17
ふるさと納税の
推進

経営企画室
財政課

推進
　市内外に広く協力を呼びかける。特に、高
砂市出身の著名人等に積極的に呼びかけ
を行う。

18
固定資産税(土地)
の課税の見直し

資産税課
方針
決定

　地籍調査対象地区内の進捗率(約99.5%)
が非常に高い現状を踏まえ、国土調査後の
地積での課税について検討する。
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21 22 23 24 25 26 22 23 24 25 26 計 22 23 24 25 26 計

（単位：千円）

担当課
(局・室）

実効果額
実 施 項 目

実　施　計　画　（年度） 効果額項
目
番
号

改　革　概　要

19
定員適正化計画
の推進

経営企画室 実施

　新たな定員適正化計画（22年4月1日から
26年4月1日）により、５年間で１０３名（△
12.3％　市民病院を除く）の削減を図る。
　　　　　２６年４月　計画職員数　７３５名

342,560 586,120 865,580 1,083,320 1,357,190 4,234,770 342,560 586,120 865,580 1,083,320 1,357,190 4,234,770

20 諸手当の見直し 人事課 実施

　２１年度から地域手当の支給率を３％とし
た。財政対策として２１年度から２３年度ま
で、管理職の役職加算の支給率を２％、管
理職手当を１０％削減する。
　特殊勤務手当の種類や支給額について、
他市との均衡を図り手当の見直しを行う。

161,000 161,000 137,500 137,500 137,500 734,500 161,000 161,000 137,500 137,500 137,500 734,500

21
時間外勤務手当
の適正管理

人事課 実施
　毎週水曜日の定時退庁日、週休日の振
替などの徹底や、時差出勤制度の検討を
行い、時間外勤務手当の抑制を図る。

22
特別職の給与の
削減

人事課 実施
　給料の削減を市長２０％、副市長１８％、
教育長１５％とし、また、期末手当を７％削
減して23年度まで実施する。

8,593 8,593 17,186 8,593 8,593 17,186

23 平和啓発事業の
見直し

総務課 検討 実施

　２２年度から語り部による講演会等の開催
により、市民全体に広く啓発できる事業に
移行し、広島平和のバス親子ツアーは廃止
する。

254 254 254 254 254 1,270 254 254 254 254 254 1,270

24 職員ボランティア
登録制度の導入

総務課 検討 実施

　職員ボランティアの募集、登録を行い、自
主的な活動により、公共施設の清掃、除草
作業等を実施し、ボランティア意識の醸成を
図る。

25 休日窓口サービス
の実施

総務課 検討 実施
　２２年４月から本庁舎において、日曜日の
午前に窓口開庁を実施する。

-1,530 -1,530 -1,530 -1,530 -1,530 -7,650 -1,530 -1,530 -1,530 -1,530 -1,530 -7,650

26
審議会・協議会等
の見直し

経営企画室 検討 実施
　２２年度に審議会・協議会等の廃止・統合
の検討、及び運営方法、委員の選任等の
方針を策定し、見直しを図る。

27
施設の統廃合によ
る用地の処分及び
有効活用

経営企画室
逐次
実施

　 施設の統廃合に伴う用地の処分、複合的
な有効活用について全庁的に検討するた
め、２２年度に庁内委員会を立上げ、施設
の維持管理コストを洗い出し、具体的検討
を進める。

　３　事務事業の見直し　

　２　総人件費の抑制
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目
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28
被服の貸与の
見直し

人事課 実施
　 ２２年度中に被服貸与期間を延長するな
ど、被服貸与規則の見直しを行い、経費の
節減を図る。

500 500 500 500 500 2,500 500 500 500 500 500 2,500

29 市民顕彰事業の
見直し

秘書広報
広聴室

方針
決定

実施

　 市民顕彰事業については、新たな分野を
検討できるよう、各担当部が所管する要綱
等の見直しを図る。
　 また、永年勤続表彰式については、市民
顕彰事業から除き、別途表彰する。

30
施設予約システム
の導入

情報政策課
逐次
実施

　 公共施設の空き状況の確認及び予約申
込みがインターネット（パソコン・携帯電話）
経由で行え、受付台帳の電子化、帳票、統
計資料の出力が可能なシステムを導入す
る。

-2,874 -792 -792 -792 -792 -6,042 -2,874 -792 -792 -792 -792 -6,042

31
市民サービスコー
ナーのあり方

市民課 検討 実施

　 米田及び中筋市民サービスコーナーは、
現行の窓口業務に加え地域での相談業務
を充実させる。
　 他の市民サービスコーナーについては、
市民コーナーとして位置づけ、嘱託職員及
び臨時職員を配置し、相談業務及び証明書
交付業務等を行う。

38,223 38,332 38,332 38,332 38,332 191,551 -17,937 -17,828 -17,828 -17,828 -17,828 -89,249

32 補助金の見直し 経営企画室
逐次
実施

　 既に当初の目的を達成したり、今後継続
しても効果がみられない事業及び新たな制
度が実施されることにより、現在の制度の
必要がなくなった事業等について廃止、縮
小等による見直しを行うとともに、「協働型
社会実現」に向けての分野など新たな分野
への導入を検討する。

33 児童福祉金の
見直し

児童福祉課
方針
決定

実施

　 ２０年度に高砂市母子家庭等自立促進
計画の見直しを行い、２５年度までの計画を
策定した。この計画を踏まえ、２２年度から
新たな母子・父子家庭自立支援施策を創設
するなど自立促進事業の拡充を行うことに
合わせ児童福祉金の廃止を行う。

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000
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34 障害者福祉金の
見直し

高年・障害
福祉課

方針
決定

実施

　 障害者自立支援法の廃止及び障害者年
金改正の動きを視野に入れ、２５年度を目
途に、障害者福祉金を廃止し、他の障害者
施策、地域生活支援施策等の代替施策を
実施する。

35,000 35,000 70,000 35,000 35,000 70,000

35 ISOの推進 環境政策課
方針
決定

　次回更新審査（２３年度）までに、自己宣
言も含めた推進方法を検討する。

-321 647 112 112 647 1,197 -321 647 112 112 647 1,197

36
ごみ減量化対策の
強化

美化第一課 検討
方針
決定

実施

　分別品目の追加等ごみ減量化対策を２５
年度から実施する。
　　・２２年度   市の方針を策定
　　・２３年度   ごみ減量化等推進委員会、
                    廃棄物減量等推進審議会
　　・２４年度   モデル地区での実施、
                    市民への周知徹底

37 ごみ処理施設の
委託拡大

美化第一課
方針
決定

実施
　２３年度からの包括委託導入に向け事務
を進める。

38 ごみ収集業務の
委託拡大

美化第一課
方針
決定

順次
実施

　 収集車の更新時期及び職員の退職時期
等を考慮しながら、２５年度までに直営収集
を段階的に縮小し、民間委託の拡大を図
る。

2,255 30,335 74,550 114,575 142,655 364,370 -7,105 -7,105 -19,050 -7,105 -7,105 -47,470

39
ごみ収集委託契約
方法の見直し

美化第一課
方針
決定

実施

　 ごみ収集業務の民間業者との随意契約
を見直し、競争性の原理を導入し、コスト縮
減、契約自体の公正・公平性・透明性を確
保するため、２６年度より競争入札とする。

40

し尿等の下水浄化
センターでの全量
処理についての
検討

美化第二課 検討
方針
決定

　 下水道普及率の向上に伴い収集量が減
尐すれば、し尿等を全量下水浄化センター
へ圧送し、処理することについて２２年まで
に検討し、２３年度方針決定する。

41 公園墓地の指定
管理者制度導入

斎苑課
方針
決定

実施

　２４年度からの指定管理者制度導入にむ
けて検討する。
　・２２年度方針決定
　・２３年度条例改正、事業者の選定

42 斎場管理運営の
見直し

斎苑課
方針
決定

逐次
実施

　霊柩車・マイクロバス運行事業、祭壇貸付
業務のあり方及び火葬執行業務の運営方
法（指定管理者制度導入）について検討し、
２２年度中に方針決定する。
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43 道路施設維持
管理業務の委託

（ま）建設課
順次
実施

実施
　２３年度以降、職員の退職年次にあわせ
順次委託を進め、２６年度には緊急体制を
除き業務の完全委託を実施する。

6,900 6,900 10,600 14,400 38,800 -2,460 -2,420 -8,120 -13,680 -26,680

44 浄化センターの
委託化の拡大

下水道施設課
方針
決定

逐次
実施

　 ２１年度より両浄化センターの運転監視
業務委託を統合し、委託した。
　 両浄化センターの管理体制（組織）の一
元化に向けた条件整備を図る中で、２４年
度より汚泥処理の委託を行なう。

45
幼稚園・保育園の
統廃合又は民間
移管

学校教育課
児童福祉課

方針
決定

順次
実施

・２３年４月からさつき保育園を中筋幼稚園
  に一体化する。
・２５年４月から伊保幼稚園に伊保南幼稚
園
  を統合する。
・２５年４月から米田幼稚園に米田西幼稚
園
  を統合する。
・２２年度から５年以内に高砂幼稚園と高砂
  西保育園を、北浜幼稚園と北浜保育園を
  一体化する。
・２２年度から５年以内に米田保育園、米田
  西保育園のいずれかを民間移管する。

20,765 20,765 53,670 150,120 245,320 2,045 2,045 16,230 360 20,680

46
幼稚園給食調理
業務の親子方式
への移行

学務課
順次
実施

　 ２２年４月に高砂幼稚園、米田幼稚園を
親子方式へ移行する。今後も小学校給食
調理業務の民間委託に伴い順次親子方式
に移行する。

1,261 1,261 1,261 1,910 2,559 8,252 1,261 1,261 1,261 1,910 2,559 8,252

47
小学校給食調理
業務委託化の推
進

学務課
順次
実施

　 ２２年４月に高砂小学校の給食調理業務
を委託する。今後も調理師の定年退職等に
伴い順次給食調理業務を民間委託する。

14,370 14,370 14,370 23,962 33,554 100,626 -13,710 -13,710 -13,710 -22,838 -31,966 -95,934

48
小学校・中学校の
適正規模、適正配
置

（教）総務課 検討
方針
決定

　 適正規模、適正配置の教育委員会検討
結果について、全庁的な協議を行い、議
会、市民等関係者の意見を踏まえ見直し、
方針を決定し実施する。

49
青年の家の指定
管理者制度導入

青尐年課 検討
方針
決定 　２２年度に方針を決定する。
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50
市議会議員選挙・
市長選挙の経費
削減

選挙管理
委員会事
務局

実施
　 ２２年の市議会議員選挙から、市単独選
挙において経費削減を図るため、選挙事務
従事者の週休振替を行う。

3,552 3,552 3,552 10,656 3,552 3,552 3,552 10,656

51 議会改革の推進 （議）総務課 実施

　 次回選挙（２２年９月）から市議会の議員
定数を２２人とする。行財政改革調査検討
特別委員会の提言を受け、今後、議会運営
委員会での議論を行い、今以上に市民に開
かれた議会を目指す。

11,079 19,588 19,588 19,588 19,588 89,431 11,079 19,588 19,588 19,588 19,588 89,431

52
事務用品の管理
方法の見直し

各管理課 実施
　 部単位で事務用消耗品を在庫管理を行
い、共同使用することにより、購入を抑制す
る。

53 組織の見直し 経営企画室
逐次
実施

　 定員適正化計画に基づいて進める人員
削減の中で、事務事業の見直しを図ったう
えで組織を再編し、迅速な意思決定、横断
的対応がとれる組織とする。

54 ごみ処理施設の
広域化の検討

経営企画室
美化第一課

検討

　 「ごみ処理の広域化に向けた検討会」に
おいて、広域ごみ処理施設の建設費、運搬
費、収集経費等を試算比較し具体的な検討
を進める。

55 人材の有効活用 人事課 実施

　任用替制度及び再雇用制度の活用を図
る。
　また、業務内容等を勘案し、嘱託職員や
臨時職員の有効配置を行う。
　女性職員の役職登用をさらに進める。

56
施策評価導入の
検討

経営企画室 検討 実施
　２３年度からの第４次総合計画実施にあ
わせ、施策評価システムを導入する。

57 マネジメント制度
の確立

経営企画室 実施

　 年度の目標を達成するために、何をどの
ように実施するかというプランを策定し、そ
の年度の取組み結果を検証するとともに市
民に対し説明責任を果たせるものとする。
　 部局を超えた情報の共有と活用を図ると
ともに、公表や市民に対する説明を通じ市
民の知恵や提案を取り入れて施策の実現
を図る。

　４　経営体制の整備　
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58 ボランティア活動
の推進

市民活動
推進課

検討 実施 　

　 市民ボランティアと活動メニューを充実さ
せ、ボランティア活動を活性化すると共にコ
ミュニティづくりも図っていく。
　 公園や緑道等の公共場所を活動区域と
するアダプト・プログラムについて、２１年度
は、要綱等の整備、募集準備を行い、２２年
度より実施する。

59 公民館のコミュニ
ティーセンター化

市民活動
推進課
中央公民館

検討
方針
決定

　 コミュニティセンター化も含め公民館のあ
り方についての具体的な方針を２２年度に
決定する。

60 職員提案制度の
見直し

経営企画室
検討
実施

　２２年度に、職員の持つ多様なアイデアを
市民サービスに結び付けることのできる提
案制度をつくる。

61 コスト縮減の徹底
経営企画室
各課

実施

・「新公共工事コスト縮減に関する高砂市
  行動計画」を基にコスト縮減を図る。
・備品・物品購入及び業務委託等の事務
  事業においても、最低３者以上の見積を
  徴取し、最低価格または精査した価格で
  予算計上、設計するなどコスト縮減の徹
  底を図る。
・制限額を超える随意契約については、２２
  年度より全庁的な点検・見直しを行いさら
  に厳密な運用を図る。

62 人材の育成 人事課 実施

　組織目標の共有化を図り、目標管理制度
を活用した人事評価制度を推進する。
　また、人材育成基本方針に沿った研修を
計画、実施するとともに、内部講師による研
修を活用する。

　５　地域協働の推進　

　６　意識改革及びコスト意識、説明責任の向上
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63 下水道事業の
経営健全化

下水道経営課
方針
決定

順次
実施

・現計画に引き続き、２３年度を初年度と
  する新たな「下水道事業中期経営計画」
  を策定し、継続的な経営健全化を図る。
・下水道経営の健全化を図るため、２３年
  度に下水道使用料を改定する予定。
・将来計画をする中で、２７年度以降にお
  ける市街化調整区域の整備方針を検討
  する。

264,501 271,284 277,050 281,459 1,094,294 264,501 271,284 277,050 281,459 1,094,294

64
水道事業の
経営健全化

（水）総務課
方針
決定

順次
実施

　水道事業の経営健全化を図るため次の
項目を実施する。
  ① 22年度中に料金改定等についての方
    針をまとめ、中期経営計画を策定する。
  ② 23年度から水道料金事務を委託する。
  ③ 27年度に水源地業務を部分委託する。

2,138 2,138 2,138 2,138 8,552 -44,662 -44,662 -44,662 -44,662 -178,648

65
市民病院事業の
経営健全化

（病）総務課 実施

　 公的病院として果たすべき役割を明確に
するとともに、ガイドラインの示す２３年度ま
での収支均衡を目標として経営健全化を図
る。

1,177,000 1,190,000 1,209,000 1,209,000 1,209,000 5,994,000 1,177,000 1,190,000 1,209,000 1,209,000 1,209,000 5,994,000

66
土地開発公社経
営健全化の推進

財政課
方針
決定

実施

　 長期保有土地に係る事業の見直しを行
い計画的な買戻しを進めるとともに、高砂工
業公園についても売却を進める。
　 具体的な方策は、経営健全化検討委員
会を設置し、経営健全化計画として定める。

-49,633 -314,593 -50,000 -50,000 -50,000 -514,226 -49,633 -314,593 -50,000 -50,000 -50,000 -514,226

1,854,594 2,202,694 3,045,669 3,130,594 3,773,919 14,007,470 1,760,994 2,006,134 2,792,989 2,802,994 3,277,839 12,640,950

　７　公営企業等の経営の健全化

合　　　計


